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スウェーデン諸政党の人気の動き

The Drift of Sympathies for Political Parties in Sweden 

( 1 ) 

昨年9月]6日のスウェーデン国会議員総選挙に

おいて、 「社会主義ブロック_j(社民党+共産党〕

と「保守ブロック _j (中央党+穏健党+自由党〕

とがそれぞれ 175議席を得て、両陣営まったく互

角となり、国会運営や法案通過が行きづまるので

はないかと懸念された。

賛否同数になったとき、もしくじ引きで決める

とするならば、奇妙な風景となるべきことを予想

して、 「くじ引き国会」という言葉が早くも流行

したのであった。またある議員が風邪を引いて

も、両陣営同数の状況の下では、 1人たりとも休

むわけにはいかないのでゴホンゴホンせきをしな

がら出席する、そこで隣近所に風邪をうつして、

「かぜ引き国会」が出現するなどと半ば冗談、半

ば本気で懸念されたのであった。

その国会運営は、 一年後の今日、どんな状況に

あるのだろうか。 S1 FO (スウェーデン世論調

¥査所、ギャラップに相当〉発表の数字を基にして、

以下にひと通りの観察をしてみよう。その際、ま

ず昨年9月の総選挙の数字を再録しておきたい。

(本報、 Vol.5， No. 11参照〉。とくに各党の「得

〔表 1J 1973年9月16日 スウェーデン総選挙
(国会議員)の結果
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票率」を見ておかれたい(ちなみに「穏健党」と

いうのは元の 「保守党」である〉。

(2) 

SIFOの世論調査の本年10月版は、 10月2日か

ら同23日にいたる期間内に、有権者カードから抽

出された人びとを自宅に訪ねて、匿名の解答を作

成したものである。その調査での第 1聞は「い

ま、あなたは、どの政党を最善と思いますか?_j

というのであり、第2聞は「その政党の党首を、

あなたは (1)大いに信頼する、 (2)中程度に信頼す

る、 (3)ほとんど信頼しない、のうちのいずれです

か?_jというのであった。 c表 2Jは、本年10月

版の各政党の人気率を、本年の 1月、 3月、 5

月、 6月、 9月と対比したものである。

これでみると、今年 1月から10月にいたる期間

内に、 6月をきっかけにして、 「自由党」と「社

民党」とが一段と人気上昇している。それに対し、

「中央党」は 6月に入って一段と落ち、その後や

や持直したけれど、年始めの水準までにはまだ相

当の落差がある。 i穏健党」は 6月に入って一段

と人気上昇したが、その後また漸減して年始めの

水準に復している。 i共産党」は 6月以後やや減
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【表 2J 1974年の諸月における各党の人気率
( i最善だと思う」と答えた人の比率〉

10月%|9月16月15月 13月11月

党 幸吉 健 15 1 15.51 17 1 15.51 16 1 15 

自 由 党 8 8 8 6.5 6.5 6.5 

中央教党 25 24.5 23 26.5 28 29 
キリスト

2 2 2 2 1.5 2 
社民主主民義同盟党

44.5 44 44 43 42.5 40.5 

共 産 党 5 5.5 5 6 5.5 6 
スウェーデン 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 共産(新派〉

計 100 100 100 100 100 100 

宋 定 2 2 2 2 2 2 

の気味である。

6月に入って各党に変化が生じたのは、 5月と

6月との調査の間で、 iHaga協定」と称される

妥協が「社民党」と「自由党」との聞に出来、こ

れによって国会運営は175対175の行きづまり状態

から、与党による主導的安定の方向に水路が聞け

ることとなったからである。

昨年9月の総選挙で与・野党同数となった直後

から、社民党と自由党との提携の動きは両党の双

方の側に意識されていた。与党側が保守三党のう

ちのいづれかと提携する必要は、国会の安定勢力

保持の上から当然であるし、野党のうちでは自由

党が〔表 1Jに見られるように、 73年総選挙で24

という大量の議席を喪失したので、党の独自性を

主張するよりも挽回の手段として与党と結びたく

なるのは当然の趨勢であった。さらに比例代表制

をとるスウェーデンの選挙制度の下で、このよう

に議席が減少した自由党の中では、比較的下位に

ランクされる若手議員たちにとっては、先行き不

安も甚だしいことから首脳部追究の火の手をあげ

ていたのであった。それゆえ社民党と自由党との

協定成立は当然の順序といえるものであった。

他方、昨年の総選挙で一挙に19議席増加の勢に

乗った中央党は、与・野党同数の行きづまりの結

果もう一度選挙があるならば、次回は政権獲得も

可能かと希望的に観測されたが、社民党の政策奏

効による経済状況の好転が74年にしみわたるにつ

れ、中央党への人気は漸減の傾向を見せはじめた

ところへ、この iHaga協定」の成立で、更に 6

月には一段と打撃を受けることとなった 。 しか

し、その後やや取直して上昇に転じた動きは見せ

ている。

つぎに過去7か年にさかのぼって、その人気変
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動の跡を SIFO調査に見れば〔表3Jのようで

ある。ここで顕著な変動を見せているのは「自由

党」の減退傾向と、 「中央党」の増大傾向とであ

る。

〔表 3J 1967年より73年にいたる10月における
各党の人気率の推移(質問は表2に同じ〉

|即時|喝|715170年 i喝 168ai67年
10月 10.FI1 10.FI 1 10月 10Jj1 10Jj 1 10月
% 

穏健党 14 10 10 10.5 11.5 14.5 16.5 

自由党 8 12.5 17.5 16.5 15 12.5 19 

中央教党 27.5 29 22.5 21.5 17.5 19.5 17 
キリスト

1.5 1.5 2 1.5 1.5 1 1 民主主義向盟
社民党 43 41. 5 42.5 45.5 52 50.5 41.5 

共産党 5.5 5 4.5 4 2 2 4.5 
スウェ ー デ γ

0.5 0.5 1 0.5 共産(新派〉

計 100 100 100 100 100 100 100 

未 定 3 8.5 7 3.5 6.5 5 7 

ノ(3)

第 2聞は、第 1問で有権者の支持した政党の党

首につき 「あなたは、その党首を(1)大いに信頼す

る、 (2)中程度に信頼する、 (3)ほとんど信頼しな

い、のうちのいづれですか?_jというのであった

が〆 (1)の「大いに信頼する」をかち得た比率の推

移を示す党首別一覧は表 [4Jの通りである。

〔表 4J 各党支持者によるそれぞれの党首信頼率
( i大いに信頼する」との答えの比率〉 の推移

|1114邸1734年I~何?年!?年|吋72年|711171年10月 3月 8月 月 O月 6月 3月11F!16月

穏健党支持者
% 

65 61 54 72 74 73 64 63 68 対Bohman

自対由党H支el臼持者 35 47 39 45 491 45 43 48 42 

中央党支持者 561 65 621 71 751 74 761 51 対Falldin

社対民党Pa支1m持e者 591 53 581 60 591 54 541 52 60 

|対共日産e党ロn支持者 η 741 611 68 臼 72 日 581 66 

〔表 5J 被調査者全員による Palme，F邑lldin両党

首に対する 「大いに信頼する」比率の推移

各党首への人気の度合いは、各党へのそれより

も興味が多い。

穏健党(元保守党〉党首 Bohmanは73年の後

半以後は70%台の高い人気率を持続している。

自由党々首 Helenは、党への人気率が今年3



月から]0月にかけて上昇気配であったにもかかわ

らず、党首への人気は下落した。社民党への妥協

が個人的にはマイナスになったのかもしれない。

中央党首 Falldinは、 72年10月の頃の75%とい

う高率から見ると、本年3月には65%に落ち、更

に本年10月には56%に落ちてきている。昨年9月

の総選挙に際しての同党の躍進ぶりから見ても意

外の感がするが、この党はもともと地方分権4 デ

セントラリゼーションの主義が強いので、中央の

党首としての地位は選挙民によってあまり重視さ

れないのかもしれない。

社民党首 Palmeは72年の秋以降、 59%前後の

安定した人気率を維持している。ことに本年のス

ウェーデン経済が順調さを見せていることは、同

氏にとって好条件となっているであろう。

最後に共産党首 Hermanssonの同党支持者によ

る人気率が73%という最高率を示していること

は、お国ぶりは異っても、やはり団結を誇示する

共産党という共通のと家風ミによるものかもしれ

ない。しかし、本年10月に一躍73%と本年3月に

比べて 9%もはね上ったのは、その聞に彼が来年

3月の党大会には党首として再び立候補する意志

なしと表明したことへの同党支持者からの Her.

mansoon擁護的意志表示によるところが多いで

あろう。同氏の辞意が確定的なものか、あるいは

アドパノレーン的なものかはまだ正確にはわかって

U、fょU、。

〔表5Jでみると、 Palme氏に対し、国民の

うち 3人に 1人は彼を「大いに信頼」しているこ

ととなる。社民党政権は当分安定を続ける模様と

見るべきであろう。

アサール・リンドベック教授の講演集

(1) 福祉先進国の悩み

一福祉国家・スウェーデンが直面している矛盾は何か一

Problems of Sweden: An Advanced Welfare State 

福祉国家・スウェーデンの失敗

スウェーデンのような福祉社会、すなわち公共

投資やソーシヤノレトランスファーの額が多い福祉

国家が直面している問題はどんなものであるかを

ここでとりあげてみたいと思います。多分、この

テーマは日本の方々にも興味深い問題であると思

います。というのは、早晩日本も福祉政策を打ち

出し、同じような開発、進歩の経路を辿っている

だけに、参考になる問題であると思われます。同

時にスウェーデンが考案したこれらの問題に対す

る解決策が、日本に輸入する価値のあるものかも

しれませんし、少なくとも検討してみる価値はあ

ると思います。

しかし、スウェーデン社会が過去に福祉関係で

犯して来た失敗や錯誤を見てみることによって、

日本でそれらの問題を回避できるといったことで

A.リン ードベッグ

(ストックホノレム大学教授〉

はありません。日本が今後、福祉政策を積極的に

進める中で、 2，30年後にどんな過ちをするか、付

き合わせてみるのも面白いと思います。というの

は、人聞が他人の過ちを真似しないで避けようと

する意味での能力は、非常に限界があるというこ

とです。結局は、同じ失敗を繰り返す恐れがある

という気が私はいつもしているわけです。

ところで、スウェーデンの経験から日本が大い

に学ぶべき重要な点というのは、公共投資をかな

り多額に、そしてソーシャルトランスファー(移

転所得〉をかなり負担しながらも、ダイナミック

な経済成長を完全に破壊せずに、それだけの負担

を担うことはできた点です。

スウェーデンの経験から導き出されるのは、予

備的な結論として非常に重要です。というのは、

かつて多く句人々が指摘したことは、多額のソ-

3 



シャノレトランスファーの負担を担いながら、経済

の動的な力強さを維持するのはかなり困難である

ということであったわけです。私達は果して両者

を共立させ得ることが可能かどうかを実は知らず

に進めてきたのです。

両者を共立させ得た一つの理由はなんであった

か、これは私の推定の域を出ないのですが、こう

いう社会福祉指向型の施策を打ち出した際に、社

会の中で利用されていなかった人材を動員(モビ

ライズ〉しえた、人的資源を活用し得たところに

成功の要因があったと思います。未利用の人的資

源の活用ということが、社会福祉指向型の施策が

生じてきたディスインセンティブ(悪影響〕を乗

り越えさせたのではないかということです。

高い税負担に悩む国民

そこで、私が最初に提起した福祉国家の当面す

る問題ですが、その一つは税の問題、もう 一つは

官僚化が深刻化する危険性の問題です。

現在スウェーデンの勤労者の税負担をみると直

接税が収入所得の35%を占めています。この35%

の直接税の外に、消費に対しての間接税を負担し

なければなりません。もちろん、この点で強調し

ておきたいことは、公共投資やソーシャノレトラン

スファーというのは世帯ごとの税で負担していく

わけです。そして、租税制度のパックボーンとし

ての考え方は、個人消費はなるべく小さくしてお

いて、社会の中で必要なプログラムに対する資源

を租税の形で徴収して、そちらに回させるという

ことです。

実際スウェーデンの租税状況を見てみますと、

ほぼ完全に個人税の形で世帯レベノレでの税負担が

中心になっており、企業負担は僅かであります。

たとえば、スウェーデンと日本における1970年の

GNPに占める全租税収入の比較では、スウェー

デンの43%に対して、日本は20%にすぎない。し

かも、これは興味深い両国の対比ですが、スウェ

ーデンは個人の所得税がJ9.9%占めるのに対し

て、日本では僅か 4.4%です。ところが、各法人

企業が納める法人税は、日本の 4.2%に対して、

スウェーデンでは1.9%。両国の売上税と国内消

費税を比較しますと、スウェーデンの12.3%に対

して、日本が 4.5%。結局これからも明らかなよ

うに、個々の世帯負担がスウェーデンでは極めて

大きいということです。ですから当然のことなが

4 

ら、スウェーデンの現在抱えている問題は、過重

な税負担に対する奨励措置の問題です。

現在の勤労者のマージナノレな税率は大体所得の

60%ということです。個々人の所得向上の結果、

世帯が政府から受ける給付とか、補助という金は

ずっと少なくなってしまう。そういう損失まで計

算すると、たとえば所得が 100ずつ上っていくと

すると、いまいったような形での政府補助金の制

限で生じる損失が25%にも当ることになる。そう

なると、先ほどの60%の総負担と合せると、実に

85%という高い税負担になる。

納税義務に対する倫理観の低下

こういった非常に高いマージナノレな税負担の結

果、個々の世帯が遭遇する問題について、まだ実

証的な研究はしていません。しかし、極めて多く

の問題に遭遇していることは確かでしょう。その

一例として考えられるのは、納税義務に対する倫

理観の低下といったことが見られるということで

す。社会全体を通じて、非常に多くの国民が、嘘

の税申告をすることを平気でし始めている。しか

もその傾向は増加しているという現象が見られま

すっ

第二例の非常に強い趨勢というのは、実際外に

出て収入を稼ぐ、すなわち勤労に従事 するより

も、家にいて自分の勝手な仕事をしていた方がい

いという傾向です。もっとそれが押し進められる

と、自分のサービスを売って、何らかの所得を稼

ぐよりも、自由に自分のしたい仕事をして、その

見返りとしての報酬を得る傾向が強く出ていると

いうことです。

たとえば極端な話、ー大工のような建築労働者達

は自分の収入のために現場で働くよりも、自分達

の家を作るためにお互い手助けし合うという傾向

が顕著に出てきている。あるいは画家が、歯医者

に治療してもらった結果、治療費を自分の絵で支

払うということ、そうすればお互い全く税の申告

をしないで済むということです。

こういった種類の例は枚挙にし、とまがない。た

だ私達としては、こうした傾向が、全体経済にど

のような影響を及ぼすのか、どういう形ではね返

ってくるかがまだ明らかにされていないというこ

とです。

それからもう 一つの問題は、賃金形成の過程

で、非常に高率に累進課税率が上っていくので、



このインパクトがどういう影響を及ぼしているか

という問題です。というのは平均的な租税負担に

対して、自分のマージナノレな税率が高くなってし

まう。その結果、賃金を形成する際に興味深し、影

響を及ぼしている。

個々の労働者のマージナノレな税率が平均より高

い場合、たとえば賃金が三倍ぐらい高いと仮定す

ると、実際の賃金を 3%増加してもらわないと、

税引後の収入は、 1%増にならない。同時に、イ ‘

ンフレ問題が入ってくると、労働組合が自分達の

税引後の実質賃金を賃上げしてもらうためには、

実際的には支払い能力を越えたような賃金を要求

しなくなり、打つ手がない状態になってきてい

る。

仮にいまスウェーデンのインフレ進行率が 4 %

だとすると、労働者が税引後の実質賃金を 1%賃

上げしてもらうためには10%の賃上げを要求しな

ければ、それは獲得できない。ところが現在の10

%のインフレ率になると、 1%の税引後の実質賃

金を増加させるためには、賃上率を30%、40%、

50%にも上げてもらわなければ達成できないこと

になる。この意味で現在、労働組合としては、実

質賃金を上げるのに何ら打つ手がないという状況

にある。もはや、実際的には賃上げは不可能だと

いうことになっている。この事態を打開する唯一

の手段は、政府が減税することしかないわけで、

スウェーデンでは現在減税のみが唯一の手段とし

てとられているといえる。

換言すると次のような逆説的な効果が出てきて

いるということです。労働組合はこれまで、政府

により多くの給付金を支払うシステムを形成する

よう圧力をかけてきたにもかかわらず、現在わが

国の労働組合は、組合員の実質賃金、所得を上げ

てやるだけの影響力を何ら持てないという状況が

現出してきているのです。これこそが福祉国家が

遭遇するであろう大きな問題の一つであるといえ

ます。

拡大する官僚主義の弊害

もう一つの大きな問題は、福祉国家を指向して

いった結果もたらされた現象として官僚主義的な

傾向を指摘できます。福祉国家が現在行なってい

るさまざまな社会的サービスというのは、かつて

は家族とか、自発的な団体によってなされていた

のです。ところが、福祉国家は老齢者、身体障害

者、あるいは個々の世帯に提供するさまざまな種

類の社会的サービスを公的部門がとって代わった

ことを意味するわけです。政府は、社会的サービ

スを代行する業務を保持することになったため

に、先生とか、看護婦とか、医師とかを役人とし

て雇用するだけでなしこれらを運営する行政官

までも、雇わなければならなくなった。

わが国では現在次のような時期にさしかかって

います。それはこういった公共的サービ、スを提供

するサービス部門の拡大ペースよりも、それを運

営し、行政していく行政部門の拡大ペースが急速

に増加してきているということです。いまやわれ

われの公共部門は、いわゆる「パーキンソンの法

則」に悩まされているといえます。つまり新しい

官僚がさらに新しい官僚主義的機構を生み出す障

害に陥っているということです。

このことを、私がよく承知している一つの分野

を例にとって説明したいと思います。それは、大

学機構なのですが、このシステムの土台になって

いる部分は、さまざまな研究、教育活動をする

「学部」がある。そしてピラミッドの頂点は、エ

デュケーションデパートという教育スタッフが置

かれている。この底の部分と頂点の聞に、七つの

階層に分かれている。だから、この七段階のプロ

セスを経なければ、意思伝達が疎通しないという

現実がある。この頂点、のエデュケーションデパー

トメントの第二段階は大学のカウンセラーという

人達が所属するレベルなのですが、 10年前はこの

カウンセラーがたった 1人、それに秘書が 1入、

合計2人だったのです。ところが、現在はなんと

120人のカウンセラーとそれに奉仕する50人の秘

書という形にまで膨大化してきています。こうい

った現象はどの分野をとっても顕著なまた非常に

共通した官僚主義化の拡大状況だといえます。こ

の恐ろしいような傾向が各部門に一般的に見られ

ます。

官僚主義化で山積する問題

こういった官僚主義化の傾向に対する対策が有

効なのか、どうやって取り扱うべきか、戦うべき

十分な処方筆は書かれていないのですが、この山

積しつつある問題を減少させる一つの方法は、公

共部門を分散化、分権化するという形でより小規

模のサービス単位に分けていくというやり方かも

しれません。たとえば病院という衛生・健康関係
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の例をとって説明しますと、これまで全国を通じ

て、ある程度限られた数の大病院が、各地域に散

らばって設立されてきています。こういった各地

域に散在する大病院というのは、そこで提供する

質的サービスというのは国際的にも非常に高く評

価されるような優秀なものであります。しかし、

最近よくブラックユーモアとして、人々が口にす

るのは、 「このような大病院を利用して、生き残

ってうまく治療してもらうには、実際よほど健康

人でなければ、利用できないよ」というこ とで

す。ということは、これほどの大型化し、制度化

の進んでしまった大病院で取り扱われる治療サー

ビスは、極めて非人間的であり、非個人的なもの

になっているということです。大病院で患者とし

て治療を受けるには、かなり心理的にうんざりす

るようなさまざまな影響を受けざるを得ない。た

とえば、 9時に患者が外来として病院にたどり着

いたとしても、実際に診断してもらえるのは、ある

いは看護婦の顔を拝めるようになるのは、午後 1

時か4時になるというぐらい待たされる。また二

度目に同じ病院に外来患者として来ると、今度は

全然別の医者が現われて、前にしてもらったと同

じ診断を繰り返すことになるかもしれない。それ

だけではありません。こういう散在した大病院ま

で患者が診てもらいに来るためには、随分遠くか

ら通院しなければならない。しかも待ち時間が考

えられないぐらい長く、患者側の背負う犠牲やコ

ストは相当なものといえます。しかし、実際にこ

うした大病院を設立する時、経済見通しの算出に

は患者のコストは組み込まれていません。あくま

でも診療する際のコスト計算というのは、病院内

部でのさまざまなコスト問題をカパーするだけ

で、患者側の負担は考慮されていないのです。

こうした似たような種類の問題というのは、ス

ウェーデンの郊外に新しくどんどん作られている

郊外団地、すなわちチェーン共同体などにも多く

見受けられています。大規模に郊外団地が作られ

ると、どうしてもこういった種類の非個人性とい

った問題がでて くるぶ最近は監獄に入れられてい

る犯罪者ですら不平、不満を言い始めている。そ

の不満の大部分は、監獄があまり大きすぎるた

め、自分の名前を知られない匿名制や非個人的な

取り扱いに対するもので占められている。

新しい課題にどう挑戦するか
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ところで、社会福祉を非常に負担した結果、そ

の経済が疲弊して、社会福祉経済のダイナミズム

を失うという問題もあります。ですから、この点

に関して、スウェーデンの例が例外なのか、また

は英国やウノレグアイの例が例外なのかは重要な問

題であるといえます。ご承知のようにウルグアイ

というのは、すでに現在の日本の所得水準をかな

り下回っており、生活水準もその結果、低下して

いるわけです。ウノレグアイは1930年代、 40年代に

かなり徹底したソーシャルウエ/レフェアのシステ.

ムを達成してきたのです。ところが、現在のウル

グアイの状況というのは、その結果として高い税

負担、租税制度の問題が起り、他方でソーシヤノレ

ウエルフ ェアシステムを運営するのに必要な行政

担当者の増大、またその結果出て来てしまった官

僚主義の拡張という問題を抱えている状況にあり

ます。

ウノレグアイの場合について、私が指摘しておき

たいのは、この社会が持っている経済の活力を完

全に刺戟することなしに、荒廃させ、疲弊させ、

麻痩させてしまった。しかも、あらゆる部門が官

僚主義的傾向に侵されてしまったというこ とで

す。日本がこれから福祉政策を進める上で、私は

是非経済学者の方々はこのウルグアイの悲劇をよ

く検討され、日本がこのような悲劇を回避される

よう希望したいのです。そのテーマはなぜウルグ

アイの福祉政策の実験が、完全に経済を疲弊さ

せ、打ち壊して、その結果民主主義までも壊して

しまったかということです。

スウェーデンが落ち込まなかったと考えられる

理由の一つは、スウェーデンの企業が過去から現

在に至るまで絶えず世界市場で競合性を求められ

てきた点にあると思います。たとえばスウェーデ

ンの企業というのは、自分達の生産した製品の 8

割から 9割までを輸出向けに製造しているのが、

一般的です。その結果、この製造部門というのは

絶えずチャレンジされ、競合性を求められてきた

ために、能率性、効率性を常にチェックしてきた

のです。

第二に考えられる理由は、賃金は出来高払い的

な要素が製造部門ではウエートが高いため、それ

が労働者の勤労意欲の刺激になってきたというこ

とです。

もうーっつけ加えておきたい事実は、マージナ

ルな税率という現象は、スウェーデンにとっては



比較的新しいこと、この、 3，4年来顕著になって

きたということは事実だと思います。ですから重

税の結果、それがどういうような刺激的な、奨励

的な効果を持っかということについては、まだ時

間的なズレがあります。しかし、スカンジナピア

のどこの国をとってみても、減税措置をとろうと

いう動きが出てきています。

こうした累進性の非常に高い租税制度とか納税

制度の問題と、政府の高いソーシャノレトランスフ

ァーペイメントに対する負担といった新しい再分

配の問題に対して、これがスウェーデンの経済的

なダイナミズム、経済の持つ活力に長期的にどの

ような影響を及ぼすか、結論は時期尚早ですが、

スカ ンジナビア諸国では、こう いった累進性の高

い租税制度、高い社会のトランスフアーペイメン

トを軽減しよう、手直ししようという傾向が出始

めています。

どうも残念ながら、人間というのは、何か一つ

の問題を解決すると必ず別の種類の問題に遭遇す

る。結局、一つの問題解決は新しい問題にと って

代えたにすぎないということを経験するもので

す。新しく福祉国家がとって代わってしまった問

題というのは、いま述べてきたように税負担、租

税の問題と官僚主義の問題ということだというこ

とです。

(本稿は、去る10月18日に行われたスウェーデン

社会研究所主催のシンポジウムにおけるリ ンド

ベック教授の講演の内容であって、株式会社経

済往来社が収録したものを、同誌12月特大号よ

れ同社の許可をえて転載したものである。〕

(2) Lind beck教授の「国際経済セミナー」

における発表要旨

The Outline of Prof. Assar Lindbeck' s 

Lecture in the Swedish workshop on 

“International Economic Topics" 

(下記は附22日スウ ェーデン大使館・スウ ェーデン社会研究所共催の)
セミナーにおけるリンドベック教授の発表要旨である。

第 2次世界大戦後の世界では、いかなる国でも

経済が国際化している。商品市場はますます国際

化し、金融・資本市場も国際化している。西ヨー

ロッパでは労働市場にさえも国際化が進んでい

る。また、技術も国際化しているし企業の多国籍

化が進んでいる。ということは、各国の消費者の

目にとまる商品は国際化していることになる。企

業も同業者聞の競争の機会が増大している。しか

し同時に、経済システムは国際化しているのに政

治システムは国家的レベル、すなわち各国単位の

決定段階にとどまっている。その結果、国家の意

思決定が非能率化している。経済システムと政治

システムの不調和がいろいろなテンションを生み

出している ρ 重要な政治・経済問題については、

前者が国家レベルにとどまっているのに後者が国

際化している点に緊張要因が見出せよう。例え

ば、インフレは全世界的に波及しているのに、各

国は個別的政策をとっているためフォーローでき

なくなっている。

もう一つの問題、国際収支の問題も各国にいろ

いろやっかいな問題をもたらしている。したがっ

て、私は国際的なインフレと国際的なレベルの国

際収支の不均衡に問題をしぼって述べたい。

1950-60年代に国際競争が激化し、企業の利潤

率は低下している。このような過去20年聞にわた

る利潤率の低下が、国家の構造的な変化を加速化

した。海外における利潤率の長期的な低下の結

果、企業の投資は減退した。今日の政府は経済成

長や完全雇用の維持に責任をもっている。 しか

し、政府は自由貿易という国際的取り決めを守ら

ねばならない。

国益を守るための貿易制限は行なえない。その

代り、選別的に特定の産業部門とか企業を保護し

たり投資を奨励した。これは結果的にみて、現在

の各国政府が非常に重商主義的政策をとっている

ことになる。もちろんこの重商主義という意味は

関税障壁をもうけるのではなく、補助金、または

保護という形態の重商主義である。また、国家が

政策としてうち出す雇用、資源配分等の問題も、

国家レベノレでは達成できにくくなっている。また

は、種々の政策が試みられ、政策手段が国家レベ

ノレでうまく行かぬか、国際収支にはね返るか、他
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固に影響を与えてしまい、国際的な衝突を生じ

る。国家の政策が効率的でなかった一つの例とし

て、 1960年代の初めに米国で経済の刺激の結果ド

ノレが流出してしまったことがあげられよう。

また、西ドイツの例では、 1960年代に国内のイ

ンフレと戦うために、数回にわたって金利を引上

げた結果、外貨が大量に流入し、西ドイツの金融

を非効率なものにしてしまった。また、国家レベ

ノレで打出す政策が外国に影響を与える例として、

60年代の日本や西ドイツの為替レートの引上げが

あげられよう。また、国の政策は各企業の経営と

一致しない。

国家政策と国際化との不調和への対応策

上述のような不調和の対応策として 4つ考えら

れる。まず第 1に、国家の上にたつ国際的上部機

関、または複数国家聞の調整策が考えられよう。

第 2には国際化に逆行して、保護主義的政策をと

ること。第3には、対外的影響を最ノj、化する国内

政策を考え出すことである。例えば、労働者の再

教育が考えられよう。第4には、国家聞の問題が

より自動的に調整できるようなメカニズムを開発

することである。それによって政府の手を経ない

でより急速に反応するであろう。一例として、各

国が自国の国際収支を自動的に調整できる変動為

替相場制度があげられよう。余剰な資金をもって

いる国から資本を借り入れられるような制度が考

えられる。第5の手段として、上述の 4つの案を

すべて政府が行なうことであろう。

世界は絶間なく、アド・ホックな対策を続け、

絶えず危機が訪れているという型で前進している

と言えよう。結局、恒久的な危機として、国際収

支の不均衡とインフレーションがあげられる。

戦後、国際収支の問題は絶えず存在したのであ

る。各国は固定為替レートを設定し、自国の通貨

を管理した。為替が不均衡なのが平常状態であっ

て、均衡するのはむしろ例外的である。ところが

固定相場制度が戦後長期間維持されたため、国際

収支問題が生じた。私は、これはある特定の不均

衡、すなわちアメリカに一定の赤字が存在し、そ

の他の国がドルを受取るという姿が続いたからだ

と思う。ところが、 1960年代の後半になると、各

国はもはやドノレを溜込むのをあきらめたが、それ

でも米国では依然として赤字が続いた。この国際

通貨問題は、歴史的な偶然性によって維持されて
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きた固定相場制が崩壊してしまった現在、もはや

固定相場制に復帰することはできない。

オイル問題と国際収支

今年度の先進工業国の貿易赤字は3-400億ドル

に達するだろう。この巨額の赤字を貿易によって

解消することは不可能である。その理由は、アラ

ブ諸国にはそれほど先進諸国から輸入できる需要

がないからである。その結果、金持ちの諸国は年

々3-400億ドノレのアラブの債務国になっている。

しかし、先進諸国の資本勘定では、それぞれの先

進諸国の貿易赤字でなく、開発途上国の赤字が自

分の固に返えってくる結果になっている。むしろ

問題は低開発諸国の国際収支の問題なのである。

この問題については次の三つの危険性が存在す

る。

1、政府がこの関係を誤解し、自国の赤字対策

として輸出振興をはかり、輸入を制限することで

あろう。その結果、世界的な不況になってしまう。

第 2には、マクロのレベノレで、各国の金融機関

が不安定になる危険性がある。

第3に、産油国が自国.の資金をちらつかせ、銀

行に、自国の金を別の銀行に移すぞと脅迫するこ

とである。

結論として、このような問題は各国の協力によ

って解決できるはずである。

国際的なインフレの要因

国際的にインフレが進行する理由を説明するこ

とは容易である。まず、国際市場に大きく依存し

ていた米国と西ドイツで1960年代に、いろいろな

理由で圏内にインフレが生じ、各国に波及したこ

とである。

第 2には、 60年代の後半に米国の国際収支が

200億ドソレも赤字になり、各国にドノレがダブつい

たことである。

第3には、国際的な規模で貿易のブーム状態が

生じ、供給力がネックになり価格を引上げたこと

である。

第4には、最近の一時的な要因、すなわち、食

糧不足、アラブの石油問題等がひん発したことで

ある。

結論として、どうしてインフレーションの速度

を遅くすることができるだろうか。ここで、イン

フレの進行速度が遅い国々とインフレーション・ 0



リーダーとでも言うべき国々に分けてみよう。も

ちろん、日本は後者のグループに入る。日本は何

でも一番になりたがるようだが、成長ばかりでな

くインフレでも一番になりたいようだ。

インフレ速度の遅い国は、外国からインフレの

輸入を防止することによって、インフレの鎖から

切離すことができょう。変動の中心になる国は絶

えず平貨切上げを行なう必要がある。西ドイツが

この政策をとっているが、平貨切上げの時期がい

つも遅れ、成功していない。それでも、物価上昇

率は非常に低い。日本もインフレの進行が遅かっ

た時に平貨切上げを導入すべきではなかったか。

平貨の切上げをする国は、海外市場で外貨を調達

し、平貨を切上げるならば、各国はそれを好感す

るであろう。

もう一つの問題は賃金の問題である。政府は、

賃上げを減税と取引きすることである。もちろ

ん、インフレ・リーダーの国にとってインフレの

問題は深刻である。また、海外で資金を借り入れ

る機会は大きいし、減税の機会も大きい。そうす

ると所得政策の導入を主張する人が出てくるが、

この所得政策が成功した国はないことを指摘した

い。所得政策に成功した例を探すのは難かしい

し、ただ労働組合を説得し、賃上げ率を低くし、

総需要を抑制すれば効果的かもしれない。

(永山泰彦記〉

最近のスウェーデンの経済・社会ニュース

と小国は相互の連帯と統ーをはからねばなら

ないとパルメ首相強調ミ

ミ国際間の協調に依って巨大な仕事を達成せね

ばならない現実に直面して、スワェーデンは建設

的な貢献を行っていくとミスウェーデンのオーロ

フ・バノレメ首相 (OlofPalme)は、 8月に行な

われたキリスト社会民主党 (ChristianSocial 

Democrats)の会議に於ける演説でのぺた。

最近の国際問題及び長期の開発のすすみゆく方

向についての論評のなかで、同首相は超大国ηへ

モゲニイが次第に強大になっていくこの世界に於

ける小国の地位についてのベた。国際間の緊張か

ん和は、その保守主義の重みもあって小国にとっ

て問題がないわけでは決してなし小国は自己を

保つためにも、国際間の問題解決をもとめて相互

の連帯と統一とを達成しなくてはならない、と首

相は強調した。

大国聞の緊張かん和については心からの支持を

するが、その結果について我々は十分に考えねば

ならない。さらに、これまで諸々の事が言われ実

行されてきたが、変化を求める事は可能である、

とパルメ首相;立言をついでいる。

同首相はスウェーデンの政策を次の五点に要約

している。

1)スウェーデンは平和と軍縮とを推進する。

我が国は非同盟外交政策を踏襲する。この政策は

世界のこの地域に於ける安定に役立っているもの

として認識され尊敬されている。核武装は行なわ

ない。核不拡散防止条約に対する我が国の取りあ

げ方は、とれを絶対に支持する。我が国はまた、

ジュネーブで開催されている国際会議に於いて戦

争法をより人間らしくする作業に全力をつくして

いる。我が国は特に残酷な兵器類の全面禁止を要

求している。さらに我が国は国連平和軍への参加

を今後もつづけていく。

2)スウェーデンは低開発国の開発に貢献す

る。我々は低開発諸国が経済及び政治上の独立を

達成し、国家的独立の促進しようとする努力を支

持する。我が国はさらに国連によって決定された

国民総生産の 0.7%を来年度は低開発国の援助に

あてるという目標を達成する。この目標を1975年

までに達成しうるのは恐らくスウェーデンとオラ

ンダのみであろう。我が国はさらに多国間の諸機

関において低開発諸国に対してこれまで以上の権

力を与えることによって国際的な開発努力の民主

化をはかる。我が国は全ての諸国が自国の天然資

源を自由に利用する権利を有するという原則を支

持する。

3)スウェーデンは人間環境が悪化されてゆく

のを防止するためのあらゆる努力をはらう。人類

の共通の財産である地域を無節操に開発すること

は防止すると共に、公正な分配が達成される様に

努力する。我が国は、現在いたる所にみられる最

9 



新の技術を利用できる工業団を利する様な無秩序

を廃し、国際的な規則の確立をはかる。

4)スウェーデンは今よりも一層民主的な国際

社会ができることを希望する。我が国は国際的な

力の構造が低開発国の方に有利となるように移行

することを希望する。この事はまた、富める国が

もっ権力独占を縮少し、多国間の協力関係におけ

る影響力を低下せしめる事でもある。我が国はさ

らに自由化運動に対しでも援助を与えると共に、

独裁と人間の権利に対する侵害に反対する世論を

作りあげる事についても援助を行う。

5)スウェーデンは国際機構が強化され、国連

が強化される事を希望する。もし我々がナショナ

リズム的なものや独占による利益によって新しい

紛争が生じるのを防止し、新しい資源が全ての固

に利用できるものに確かにするためには、国際的

なlレーノレに従ったコントローノレ機構が全ての分野

に必要となる。こうした問題について、我が国は

実際的で効果の高い国際化がすすむよう貢献をす

るつもりである。

スウヱーデン経済はまだ上昇局面一一天井は

今秋後半の見通し

スウェーデン経済調査協会 (TheSwedish In司

stitute of Economic Research)の中間報告に

よると、スウェーデンの企業活動はなお上昇局面

にあり、資源の利用が天井をつけるのは今秋後半

になる模様である。景気循環のこれまでのすう勢

と同じように、今回の景気の天井からちょうど 4

年半の聞かくを持つものである。

間報告によると、第2四半期において、資源の

利用は伸び続けており、各企業の発注も増加して

し、る。

原材料の製造部門においてブームは予測よりも

さらに拡大している。第2四半期において、新規

受注の増加率はおちているが、需要が落ち込んで

いるのは製紙部門だけである。

工作機械部門は現在需要の大幅な増加に直面し

ており、春期の消費財部門は販売が記録的に伸び

ている。土木・建築部門とその関連業界だけは、

景気が落ちこんでいる。

発注の伸び率は落ち込み

しかし、産業界全体を見ると、新規発注の伸び

率は、落ち込んでおり、第3四半期の予測に上る

と、新規発注は 4-6月期と同水準の見通しであ

10 

る。この傾向から推測すると、資源利用は、今秋

の末に天井をつけるもようである。

工業製品に対する大量需要ののため、最終製品

の在庫は落ち続りている。基礎金属産業とパノレフ。

・製紙産業部門において、 40パーセントにあたる

企業が、最終製品の在庫の落ち込みがはげしいと

述べている。支払期間もまた、これにつれて、当

初予想よりも伸びる傾向にある。

計画どおりに企業活動が推移するとすれば、第

3四半期及び第4四半期の生産は、 4-6月期と

同じ水準になるものと思われている。これらの予

測は、特に金属及び工作機械部門において、労働

力に対する需要があいかわらず高水準を保つこと

を前提としている。

建設部門においては、今年後半期の企業活動は

横ばいが若干の増加を示す見込みである。ひきつ

づき建築戸数は落ち込んでいるが、この落ち込み

は、企業及び中央政府の建設計画の伸びによって

相殺される見通しである。

スウェーデン技術アカデミィ報告:とエネル

ギィの効率的使用によって、数百万キロワッ

トの電力節減にミ

専門家委員会の報告によれば、スウェーデンは

現在すでにある設備をより有効に利用し、さらに

計画を合理化する事によって、 1985年までのエネ

ノレギィ消費量の予測される増分のうち、 58~84T

W H  (1 TWHは10億KWHのこと〕に相当する

分を節約できょう。

この委員会は1972年にスウェーデン王立技術ア

カデミー (RoyalSwedish Academy of Engi-

neering Sciences)によって、スウェーデン社

会の枠内でエネルギィをより効率的に利用する可

能性についての検討をするために設立されたもの

である。

1973年のスウェーデン全体のエネルギィ消費量

は約497TWHであった。予想、によれば、この

消費量は、もし上昇傾向をとめる何等かの手段が

とられなければ、 1985年までに650~700TWHに

増加しよう。

エネノレギィ節約の最大の可能性があるものは家

庭用暖房であると同委員会は考えている。約27~

39TWHのエネノレギィが、サーモスタットパノレブ

の使用、室内温度を下げること、ヒーティング装

置、インシュレーション・ベンチレーション等の



効率改善などによって節約できょう。

この報告書のなかで、家族のインシュレーショ

ンを大幅に改善できる三重窓の導入に賛成してい

る。さらにまた、現在では、こうした三重窓に改

善するための資金を借りることは不可能なことも

指摘されている。

産業界については、エネノレギィ消費量の増分

は、 1985年までには25-35TWHほど節約できる

と考えている。この節約を達成するには、機械・

装置類のオーバーホーノレ、エネルギィ担当職員の

特別訓練、インシュレーションの改善、可燃性の

廃棄物をより多く使用すること、さらには使用ず

み物質の回収度合をたかめることなどが必要とな

る。

輸送部門での節約は約6-10TWHとなろう。

これは、公共交通機関の利用度を高めること、自

動車一台あたりの乗客数をふやすこと、エンジン

構造の改善、及び自動車重量の低下などによって

達成できる。

さらに同委員会は、全国家レベノレでの長期のエ

ネノレギィ計画が必要であると主張している。さら

に、全ての地方自治体もエネルギィ計画をたてる

べきであると主張している。

風力発電のテストステーション完成

風力を利用して家庭暖房ができるかどうかの調

査が、電力庁 (Swedishstate Power Board)と

イエテボリのシヤノレメノレス工業大学 (Chalmers

Institute of Technology)との協力で始められ

た。

セントラノレヒーティング用の炉をそなえた小型

の風力発電所が、西部スウ ェーデンの一軒の家の

そばに建設される。これには広汎な計測装置がそ

なえつけられる。

これまでの計算によれば、高さ60メー トルの塔

上に、プロペラの直径57メートノレのものをとりつ

けた風力発電装置によって、秒速15メートノレの風

速の場合に、約 2，000K Wの電力が得られる。こ

れによって、平均した年間の発電量は 410万K W

Hになろう。

発電量 100万K Wの原子力発電所にかわるため

には、こうした発電所が合計で1， 500いることに

なろう。

従来の方式で活動する風力発電所1ケ所ずつの

建造費は、量産的に建造する場合には 800万クロ

ーナ (5億2，000万円〉の費用がかかり、大規模に

建造するとそれよりも若干少ない費用ですむ。競

争力をつけるためには、 lケ所の発電所の建造費

は200万クローナ (1億3.000万円〉をこえてはな

らない。現在のままならば、風力発電の場合には

KWHあたり 0.15-0.20クローナ (9.75-13円〉

の費用がかかるが、原子力の場合にはこれが0.05

クローナ (3.25円〉にすぎないことになる。

こうした事実にもかかわらず、風力発電には多

くの利点があり、特にそのーっとして、原材料が

いくら使用しでも絶対にへることがない事があげ

られよう。

同庁は国内及び海外での風力発電についての技

術開発をもとめ、技術開発庁 (NationalBoard 

for Technical Development)と協力して得ら

れる成果についての調査をつづけていく予定であ

る。

.._.... ... 、，司....‘"‘'・..'、h ・a、.・・.，、“"・.・ d句，、.・・.・肉、，、."‘~・_".・‘...、~・・.，・、，・・.・・.".._....・“、.、.ー..'、，咽..・・阿;~・'，'“・"、.・.~，..._，...~・...、~・・H崎、，、.・'.，・"""..・、，、‘・・・..句

|活動メモ|

5. 22 スウェーデン民主主義発達史研究会を

開催、発表者早大教授、研究所評議員中嶋博氏、

演題「スウェーデンにおける教育の民主化の歴史

について」…・-質の良い労働力をうるための教育

民主化、教育費無償化の範囲拡大、教育独占の排

除等について

5. 29 ユスティユネ1レ・アンカラ大学教授の

講演会開催、演題「日本・スウェーデン・トルコ

の経済成長の比較」

5. 30 厚生省に課題「スウェーデンにおける

医療供給体制と保障制度一一日本の場合との対比

において」の研究補助金交付申請を実施

5. 31 大使館プレス・アタッシェのぺーノレ・

フリットン氏、当研究所の語学講習等業務状況視

察

6. 13 西村所長、当研究所理事長大平外務大

臣と当研究所運営問題等に関し面談

6. 24 スウェーデン政府よりの本年度寄付金

をスウェーデン大使より受領

6. 24 日瑞基金理事会および会員総会開催、

本年度事業計画および予算等を審議

6. 24 当研究所編の「福祉とは何をすること

か」、株式会社至誠堂より出版、初版 3，000部
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ソン国会事務局長等の来日者受入につき打合せ

8. 20 西村所長、土光日瑞基金会長とストッ

クホルムで10月末開催される両国基金合同会議に

つき打合せ

9. 4 総合委員会開催、諸研究会の開催、補

助対象の研究計画等につき打合せ

9. 9 西村所長と高須常務理事、大平理事長

と研究所運営につき懇談

9. 9 研究所月報 No.8発行

9. 12 西村所長、大使館のペーノレ・フリッツ

オン報道・情報官とリンドベック教授の来日、両

国基金合同会議等につき懇談

9. 27 日瑞基金主催、昭和49年度スワェーデ

ン派遣研究員の最終決定のための面接選考がスヴ

ェーデン大使館会議室において開催、選考委員と

して、西村専務理事、岡村理事、 t中中理事のほ

か、大使館よりニーノレス・エリアソン二等書記官

出席、応募19名中4名を合格と決定、合格者は北

海道大学農学部助手安田征市理学博士、日立製作

所中央研究所研究員須佐憲三工学博士、京都大学

工学部助教授伊藤嘉彦工学博士、東北大学工学部

助教授星宮望工学博士の四氏

6. 25 研究所月報 No.5発行

6. 26 スウェーデン教育問題研究会の催とし

て、セッター・ストレーム氏(スウェーデンの高

校の教頭〉の成人教育に関する講演会を開催、内

容は国民高等学校、国および地方自治体の成人学

校、ラジオ・テレピ教育、労働組合中央本部の教

育等の実情発表

6. 28 当研究所および日瑞基金の48年度事業

報告書と49年度の事業計画および予算の報告書を

外務省に対し提出

6. 29 放送文化基金に対し研究補助の申請書

を提出

7. 17 ""7ン・マシーンシステム調査研究委員

会(第3回〉開催

7. 17 総合委員会開催、研究会開催計画等打

合せ

8. 1 シェル・リンドペリー夫妻来所、小学

校教育に関し懇談

8. 12 研究所月報No.7発行

8. 12 放送文化基金より研究補助申請に対し

不採用の旨通知

8. 15 高須常務理事、スウェーデン大使館の

ぺ-/レ・フリッツオン報道・情報担当官とヨハン
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